
ワクチン相談窓口など
・ 広島県新型コロナウイルスワクチン相談窓口
（専門的・一般的相談窓口）

電　話 082-513-2847
ファクス 082-211-3006
24時間・土日祝日対応

・ 新型コロナウイルスワクチン接種の総合案内
　コロナワクチンナビ

大竹市でのワクチン接種の最新
情報は、市ホームページをご覧
ください

追加（3回目）接種について（18歳以上の方）
　現在、２回目の接種を完了してから５・６カ月
目に到達した18歳以上の方に対して、順次、追加
（３回目）接種用接種券を送付しています。
　接種を希望する方は、次の要領で予約してくだ
さい。ただし、２回目接種日から６カ月経過した
日以降を予約日として設定してください。
　詳しくは、接種券と同封している案内文を確認
してください。

〇 集団接種（広島西医療センター特設会場）を希
望される場合
　事前確認調査で、追加（３回目）接種を集団接種
と希望された方は、日程を定めて通知しています。
　それ以外の方（締め切り日（必着）を過ぎて届い
た方を含む）は、電話やウェブ（ホームページ）に
より予約をお願いします。
　また、個別に記入されていた要望には対応して
いませんので、ご了承ください。
　なお、集団接種会場は5月末までの予定です。お
早目に予約を行い、接種してください。
〇個別接種を希望される場合
　接種券が届いてから、別表の個別医療機関へ連
絡してください。
当日のキャンセル連絡先
集団接種　 大竹市コロナワクチン集団接種予約

センター　☎082-222-8326
個別接種　各医療機関へ連絡してください。
※ 体調の急変はやむを得ませんが、急なキャンセ
ルは貴重なワクチンを廃棄することになりか
ねません。しっかりと体調管理を行い、時間に
余裕をもって接種場所へお越しください。

小児（5歳～11歳）接種について
　３月に準備が整い次第、対象者へ接種券を送付
します。詳しくは、接種券と同封している案内文
を確認してください。
　受付開始日になるまでは、個別医療機関へは連
絡しないよう、ご協力をお願いします。
　小児ワクチンは、12歳以上が使用するワクチン
とは種類が異なります。そのため、小児ワクチン
では１回目の接種時の年齢に基づいて判断しま
す。１回目の接種時に11歳だった子どもが、２回
目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、２
回目も小児ワクチンを使用します。

初回（１・２回目）接種希望者の方へ
　現在、市で予約を集約していますので、希望され
る場合は、新型コロナワクチン接種専用電話（28-
1611)へ。

医療機関一覧（追加（３回目）接種可能医療機関※対象：18歳以上の方）
医療機関名 所在地 電話 備考

山下ケアクリニック 新町1－2－7 54-0852 かかりつけのみ
しまだファミリークリニック 油見3－12－7 53-3022
坪井クリニック 本町1－1－18 52-8337 かかりつけ優先
大和橋医院 本町2－9－4 52-3059
本町医院 本町2－15－17 52-4427
村井内科クリニック 南栄1－6－15 52-8138
おおえ内科クリニック 晴海1－4－13－1Ｆ 35-5552 かかりつけのみ
佐川内科医院 玖波2－4－2 57-2233
メープルヒル病院 玖波5－2－1 57-7451 外来患者、その家族のみ
○この一覧以外の医療機関でも接種できる場合があります。まずはかかりつけ医に相談してください。
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大竹市での 新型コロナウイルス感染症の

ワクチン接種のお知らせVOL.10
大竹市新型コロナウイルスワクチン専用電話（こちらからは予約できません）
☎28-1611　受付時間 8時 30分～ 17時（土・日曜日、祝日除く）

接 種 費 用（無料）
ワクチン接種（任意）
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住宅
防火

いのちを守る⑦つのポイント
【３つの習慣・４つの対策）】

①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離
れた位置で使用する。

③ガスコンロなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す。

４つの対策

３つの習慣その１　早く知らせる

その３　早く逃げる

その２　早く消火する

①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災
警報器を設置する。

②寝具やカーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎品を使用する。

③火災を小さいうちに消すために、住
宅用消火器などを設置する。

④お年寄りや身体の不自由な人を守る
ために、隣近所の協力体制を作る。

①天井に火が燃え移ったら、潔く逃げる。
②逃げる時は、燃えている部屋の窓や
ドアを閉めて、空気の流れを絶つ。

消防団合同訓練
と　き　３月６日（日）８時～
　当日８時に市内で一斉にサ
イレンを吹鳴しますが、火災
ではありません。
　付近住民の皆さんには、通
行（車両通行可）とポンプの
騒音などによるご迷惑をおか
けいたしますが、ご協力をお
願いいたします。

火災予防広報
と　き
　３月５日（土）10時～16時
　女性消防団による火災予防
広報を市内全域で行います。
※ 新型コロナウイルス感染の
拡大状況により、行事を中
止することもあります。
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（
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結
果

初期活動の③原則
①小さな火だと思っても「火事だ」と
大声を出し、隣近所に援助を求める。
声が出なければ、やかんなどをたた
き異変を知らせる。

②小さな火でも１１９番に通報する。当
事者は消火にあたり、近くの人に通
報を頼む。

①出火から３分以内が、消火できる限度。
②水や消火器だけで消そうと思わず、座
布団で火をたたく、毛布で火を覆う
など、身近なものを活用し、いかに
早く消火活動できるかがポイント。
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期間中の行事

89 OTAKE 2022（令和4）.3OTAKE 2022（令和4）.3


